
　残業時間削減効果の高い

　　企業における取組みとは？

◆7割以上の企業で

1カ月当たり 45時間超の所定外労働

独立行政法人労働政策研究・研修機構（以下、「LIJPT」）

が従業員数 100 人以上の企業 2,412 社から回答を得

た調査の結果、過去 1年間における 1カ月当たり所定

外労働時間は平均 24.5 時間でした。

過去 1年間に 1カ月当たり 45時間超の所定外労働を

行った正社員が 1人でもいた企業の割合は 76.5％で、

60時間超が 61.4％、80時間超が 39.9％でした。

1カ月当たりの所定外労働時間が 45、60、80時間を

超えた正社員がいた割合が高かった業種は、「建設業」

「製造業」「情報通信業」「運輸業、郵便業」「学術研究、

専門・技術サービス業」でした。

◆約半数の企業が年間総実労働時間を

「短縮していく」と回答

上記の現状を受け、年間総実労働時間の今後の方向性

について尋ねると、「現状通りで良い」との回答が

49.2％、「短縮していく」との回答が 45.7％でした。

　

◆残業時間削減を経営戦略に位置付けるのが効果的

エン・ジャパンが 2014 年 7月から 8月にかけて行っ

た調査では、「業務分担やフローの見直し」、「管理職へ

の教育」、「残業の事前申請制」の 3つが、実施効果の

あった取組内容となっていました。

今回の調査でも、効果があった上位 3つは「経営トッ

プからの呼び掛けや経営戦略化による意識啓発」、「所

定外労働の事前届出制の導入」、「仕事の内容・分担の

見直し」で、経営戦略として残業削減に取り組むこと

が効果的であると言えます。

の効力はないようです。

また、東京都世田谷区でも同年 7月に、同性カップル

の宣誓を認める公的書類を発行すると定めた要綱が出

されました。

◆企業の対応は？

民間企業では、自治体が発行する証明書（公的書類）

を提出すれば、同性カップル社員に結婚祝い金を出し

たり、結婚休暇を与えたりといった制度を採用してい

る企業もあり、その数もじんわりと増えてきています。

◆求められる職場の対応

今年4月に電通が行ったインターネット調査によると、

全国の 20～ 59歳の 7万人のうち 7.6％が性的少数者

だったという結果が出ています。

身近な職場にも性的少数者は存在します。しかし、周

囲に伝えていない、または、伝えられる雰囲気ではな

い状況であることがほとんどのようです。

性的少数者を支援する『虹色ダイバーシティ』では、

職場でできる LGBT 対策として、以下のことを掲げて

います。多様な従業員が個々の能力を発揮でき、差別

のない理想な職場対応が求められています。

・ステップ 1：支援体制を作ろう

…相談窓口の設置や人事研修、職場のネットワークを

作る等

・ステップ 2：制度を見直そう

…差別禁止規程に LGBT を盛り込む、福利厚生を見直

す等

・ステップ 3：意識を変えよう

…管理職研修、従業員の意識調査を行う等
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◆残業時間削減に効果的な取組みとは？

なお、JILPT の調査結果では、実施企業で所定外労働

時間の短縮効果が高かったのは、「強制消灯、PCの一

斉電源オフ」、「経営トップからの呼び掛けや経営戦略

化による意識啓発」、「社内放送等による就業の呼び掛

け」、「労働時間管理や健康確保に係る管理職向けの研

修・意識啓発」などの取組みとなっています。

残業削減に取り組んでいるものの満足な効果が得られ

ていないという場合、上記のような取組みの導入を検

討してみてはいかがでしょうか。

　これから求められる職場での

　LGBT（性的少数者）への対応

◆「LGBT」とは？

雑誌や情報誌、報道番組等で最近よく耳にする

「LGBT」は、性的少数者を限定的に指し、L：レズビア

ン（女性同性愛者）、G：ゲイ（男性同性愛者）、B：バ

イセクシャル（両性愛者）、T：トランスジェンダー（心

と体の性の不一致）の頭文字をとった総称と位置付け

られています（その他の性的少数者は含まれない）。

◆広がる自治体の対応

平成 27年 3月に、東京都渋谷区で同性カップルに対

して「結婚に相当する関係」を認める証明書を発行す

る条例が成立しました。証明書を取得したカップルは

区営住宅への申込みができたり、病院での緊急手術の

際にサインができたりしますが、相続や扶養について
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　　今月の税務と労務の手続

10日

　○　源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付

　　　［郵便局または銀行］

　○　雇用保険被保険者資格取得届の提出

　　　＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞

　　　［公共職業安定所］

　○　労働保険一括有期事業開始届の提出

　　　＜前月以降に一括有期事業を開始している場合＞

　　　［労働基準監督署］

30日

　○　健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］

　○　日雇健保印紙保険料受払報告書の提出［年金事務所］

　○　労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の

　　　提出［公共職業安定所］

　○　外国人雇用状況報告（雇用保険の被保険者でない場合）

　　　＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定所］

◆残業時間削減に効果的な取組みとは？

なお、JILPT の調査結果では、実施企業で所定外労働

時間の短縮効果が高かったのは、「強制消灯、PCの一

斉電源オフ」、「経営トップからの呼び掛けや経営戦略

化による意識啓発」、「社内放送等による就業の呼び掛

け」、「労働時間管理や健康確保に係る管理職向けの研

修・意識啓発」などの取組みとなっています。

残業削減に取り組んでいるものの満足な効果が得られ

ていないという場合、上記のような取組みの導入を検

討してみてはいかがでしょうか。

　これから求められる職場での

　LGBT（性的少数者）への対応

◆「LGBT」とは？

雑誌や情報誌、報道番組等で最近よく耳にする

「LGBT」は、性的少数者を限定的に指し、L：レズビア

ン（女性同性愛者）、G：ゲイ（男性同性愛者）、B：バ

イセクシャル（両性愛者）、T：トランスジェンダー（心

と体の性の不一致）の頭文字をとった総称と位置付け

られています（その他の性的少数者は含まれない）。

◆広がる自治体の対応

平成 27年 3月に、東京都渋谷区で同性カップルに対

して「結婚に相当する関係」を認める証明書を発行す

る条例が成立しました。証明書を取得したカップルは

区営住宅への申込みができたり、病院での緊急手術の

際にサインができたりしますが、相続や扶養について


